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船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年７月１７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年１２月２３日 １５時３０分ごろ 

発生場所 兵庫県南あわじ市沼
ぬ

島北西方沖 

 沼島港西防波堤灯台から真方位２９８°１,７００ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１０.６′ 東経１３４°４８.０′） 

事故の概要  漁船善
ぜん

栄
えい

丸は、東南東進中、また、漁船第六海
かい

幸
こう

丸は、北北西進

中、両船が衝突した。 

 善栄丸は、船長が負傷し、右舷中央部外板の破損等を生じ、また、

第六海幸丸は、バルバスバウに圧壊を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年１月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 善栄丸、４.９トン 

   ＨＧ３－３６０５１（漁船登録番号）、個人所有 

   １０.９５ｍ（Lr）×３.０６ｍ×１.１５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８.２kＷ、昭和６２年２月２日 

   第２６０－３９６４５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 第六海幸丸、４.８トン 

   ＨＧ３－３７４５８（漁船登録番号）、個人所有 

   １１.９８ｍ（Lr）×３.０５ｍ×０.８８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４８.２kＷ、平成７年２月１６日 

   第２６０－４６３５７号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ４８歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日  平成９年１１月２８日 

      免許証交付日 平成２８年１１月２８日 

            （令和４年１１月２７日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ４７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２２年８月２０日 

    免許証交付日 平成２６年８月２６日 

           （令和２年８月１９日まで有効） 
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 死傷者等 Ａ 軽傷 １人（船長Ａ） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部外板に破損、ネットローラ及びマストに曲損 

Ｂ バルバスバウに圧壊 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約１.０ｍ  

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、平成３０年１２月２３日１５時

１０分ごろ底びき網漁の操業を終え、南あわじ市沼島漁港に向けて南

あわじ市潮埼
しおさき

沖の漁場を出発した。  

 船長Ａは、操舵室で操船に当たり航行を続けていたが、揚網作業中

に漁網の袋網の一部が破損したので、沼島漁港入港前に補修作業を行

うこととした。 

船長Ａは、周囲を見渡したところ、右舷船首方１,０００ｍ付近に

Ｂ船を認めたが、Ｂ船が航行しているようには見えず、距離も十分に

あったので衝突するおそれはないと思い、また、Ｂ船以外に他船を見

掛けなかった。 

船長Ａは、機関回転数を微速まで落として約１.０ノット（kn）の

速力（対地速力、以下同じ。）とし、ネットローラの船尾側で袋網の

補修作業に当たった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

          

図１ Ａ船の配置（補修作業時） 

 Ａ船は、船長Ａが、袋網の補修作業中、１５時３０分ごろＢ船が右

舷側至近に接近していることに気付いて、既に衝突は避けられないと

思い、身体をかわそうとした瞬間、Ａ船の右舷中央部とＢ船の船首部

とが衝突した。 

船長Ａは、衝突時の衝撃で身体を後方に飛ばされ、肩部等を強打

し、後日、病院で診察を受け、頸
けい

椎捻挫、右胸部及び腹部打撲と診断

された。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、１５時２０分ごろ底びき網漁の

操業を終え、南あわじ市灘
なだ

漁港に向けて沼島南西方の漁場を出発し

た。 

船長Ｂは、操舵室で操船に当たり、約９knの速力で航行を続けてい

たが、灘漁港南方沖に到着し、漁網を洗う作業を行うこととし、漁網

を海面上で引く目的で、船尾部に向かった。 

船長Ｂは、船首方及び右舷方を目視で確認しながら、揚網作業を行

操舵室 ネットローラ 船長Ａ 
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っていたところ、１５時３０分ごろ、大きな衝撃を感じたと同時に身

体が後方に飛ばされ、起き上がって船首方を確認し、Ｂ船の船首部と

Ａ船の右舷中央部とが衝突していることを認めた。（図２参照） 

 

 

 

 

 

     図２ Ｂ船の配置（漁網を洗う作業時） 

本事故は、後日、目撃者によって海上保安庁に通報された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船の損傷状況、写真２ 

Ｂ船の損傷状況 参照） 

 その他の事項 船長Ａは、袋網の補修作業をふだん帰港後に行っていたが、破損箇

所が小さかったので短時間で補修できると思い、航行中に行うことと

した。 

船長Ａは、袋網の補修作業を行う際に停船することを考えたが、周

囲に船舶が少なかったので、少しでも沼島漁港に近づこうとして微速

で航行することとした。 

船長Ｂは、本事故当時、操舵室を離れて作業等を行う際、船首方及

び回避義務が発生する右舷方を目視で確認しながら行っており、左舷

方を気にすることはなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、沼島北西方沖を東南東進中、船長Ａが、Ｂ船を認めていた

ものの接近することはないと思い、袋網の補修作業に意識を向けて航

行を続けたことから、至近に接近するまでＢ船に気付かず、Ｂ船と衝

突したものと考えられる。 

 船長Ａは、Ｂ船を初認した際、同船が航行しているようには見え

ず、距離も十分にあるので接近することはないと思っていたものと考

えられる。 

Ｂ船は、沼島北西方沖を北北西進中、船長Ｂが、船首方及び回避義

務が発生する右舷方のみを目視で確認し、揚網作業を行いながら航行

を続けたことから、Ａ船に接近していることに気付かず、Ａ船と衝突

したものと考えられる。 

原因  本事故は、沼島北西方沖において、Ａ船が東南東進中、Ｂ船が北北

西進中、船長Ａが、Ｂ船を認めていたものの接近することはないと思

い、袋網の補修作業に意識を向けて航行を続け、また、船長Ｂが、船

首方及び回避義務が発生する右舷方のみを目視で確認し、揚網作業を

船長Ｂ 操舵室 ネットローラ 
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行いながら航行を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・他船を認めた際、当該他船との衝突のおそれの有無を判断できる

よう、目視による方位変化を把握したり、他船の監視を継続する

などして、初認後も見張りを維持すること。 

 ・袋網の補修作業などの甲板作業を行う場合は、停船した状態で行

うこと。   

 ・航行中は、全周にわたって常時適切な見張りを行うこと。   

 ・事故発生の際は、速やかに海上保安庁に通報すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 
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写真１ Ａ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

写真２ Ｂ船の損傷状況 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


